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令和４年第１回階上町教育委員会会議録 

召集年月日  令和４年１月２０日 

召 集 場 所  階上町役場 ３階 委員会室 

開 会  午後５時５６分 

出 席 委 員 

 教育長  丸 岡  博 

委 員  荻ノ沢 俊 明  委 員  石 岡 れ い 子   

委 員  松 橋 竹 子   委 員  安 田 友 久 

職務のため 

会議に参与

した者の職

氏 名 

 教 育 課 長 濱 浦 孝 子  

 学校教育 GL 中 居  勉 学校教育GSL 十文字 綾紀  

 社会教育 GL 金 見 靖 子 社会教育GSL 伊 藤  航  

  

 

協議に諮問 

し た 案 件 

 

報告第１号 事務の臨時代理の報告について 

（階上町教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の

一部を改正する教育委員会規則の制定について） 

議案第１号 １月臨時例議会に付議する令和３年度教育費補正予算について 

       

 



- 2 - 

丸岡教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中居GL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸岡教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 ただ今の、出席者は教育長及び教育委員４名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより令和４年 第１回階上町教育

委員会会議を開会致します。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりであります。 

 日程第1 「会期決定の件」を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 本委員会の会期は、本日1日と致したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって会期は、本日1日間と決定いたしました。 

 日程第２ 報告第１号「事務の臨時代理の報告（階上町教育委員会会

計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する教育

委員会規則の制定について）」の件を議題といたします。 

 この件について、提案理由の説明を求めます。 

 

 それでは、報告第１号「事務の臨時代理の報告（階上町教育委員会会

計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する教育

委員会規則の制定について）」の件を、ご説明いたします。 

本件は、階上町教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関

する規則の一部改正について、緊急を要し教育委員会を招集する時間的

余裕がなかったため、令和4年1月14日付けで臨時代理したものにつ

いて、報告するものであります。 

人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部改正等によ

り、「階上町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」が一部

改正されたことに伴い、教育委員会規則も同様に改正するものです。内

容としましては、不妊治療のための休暇を有給休暇で新設、配偶者出産

休暇・育児参加のための休暇を有給休暇で新設（男性職員）、産前産後休

暇を有給化（女性職員）、私傷病休暇を必要な期間から10日以内とする、

その他所要の改正となっております。 

 説明は以上です。 

 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 （質疑なしの声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了します。 

 よって、「事務の臨時代理の報告（階上町教育委員会会計年度任用職員

の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する教育委員会規則の制

定について）」の件を終了いたします。 

 日程第 3 議案第１号「１月臨時議会に付議する令和３年度教育費補
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丸岡教育長 
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中居GL 

 

 

 

丸岡教育長 

 

安田委員 

 

正予算について」の件を議題と致します。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

 

 それでは、議案第１号「１月臨時議会に付議する令和３年度教育費補

正予算について」ご説明いたします。 

 本件は、1月臨時議会に付議する令和３年度教育費補正予算について、

町長より意見を求められ申し出するため提案するものであります。 

 令和３年度教育費補正予算の資料  

まずは歳入をお開きください。 15款2項5目の教育費国庫補助金

ですが、今年度10月の臨時議会でも追加補正させていただきましたが、

「学校保健特別対策事業費補助金交付要綱」が一部改正され、1 校あた

り900千円の事業です。補助金として、900千円×6校の1/2補助で

2,700千円を計上致しました。 

それでは歳出をお開きください。10款1項3目学校財産管理費です

が、「学校等における感染症対策等支援事業として、備品購入費へ 900

千円×6校で5,400千円を計上したものです。各校とも空気清浄器購入

を予定しております。 

説明は、以上です。 

 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

 

 １台いくらぐらい、何台買うんですか。 

 

 詳細は今つめている段階ですが、今の段階では１台５万円ぐらいの物

を各校の教室と職員室の方に入れたいということで、進めております。 

台数は約１００台程度を予定しております。いくらで買えるかを精査し

ているところですので、今後台数等については変わっていくと思います。 

 

 補助金を有効に使えればいいなあと思って、何がいいのかなと検討し

たところです。 

 

 何に使ってもいいんですか。 

 

 こちらの 90 万円の補助事業については、他の補助対象となる物はダ

メということになっていて、何が買えるか、色々と検討した結果、空気

清浄器がいいのではということになりました。 

 

 ほかにございませんでしょうか。 

 

 学校の規模によって違うんですかね。全部の学校が 90 万円というわ

けではないんですかね。 
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丸岡教育長 

 学校によって台数は変わる予定です。今の想定ですと、５万円の物を

各教室に２台ずつ、すべての教室に入れられるかどうかですけど、普通

教室と職員室に２台ずつと、今設定しております。 

 

 校長室は設定していなかった？ 

 

 校長室は設定していないです。どうしても学校によって学級数が違い、

台数にバラつきが出てきます。極力人の多い生徒の教室と出入りの多い

職員室をみています。 

 

 ちなみに空気清浄器の機能だけなのか、加湿器の機能もついたものな

のか。 

 

 もともと加湿機能は意識せず、空気をきれいにすることを目的として

いるのですが、業者さんの方から、今は加湿機能がついているのが一般

的と言われています。おそらく加湿機能がついた空気清浄器になるだろ

うと思っています。 

 

 最近話題になっているのが、加湿器のメンテナンス。きちんと管理・

清掃しないと、アレルギーから肺炎をおこすと話題になっているので、

その辺を購入したあと、学校でちゃんと管理清掃しないとアレルギーが

増えるということになるので。 

 

 その辺は学校さんの方に、手入れ管理をしっかりしていただくように

話をしてお渡ししたいと思います。 

 

 今の件で余談になりますが、わたしも学校にいた時代に加湿器を使っ

ていて、そこは養護教諭の先生が管理をしていて、毎週末に生徒の当番

を決めておいて、１週間に１回は中の方を掃除するということをさせて

いました。その辺を参考にして進めていけばいいかなと思いました。 

 

 ほかはございませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了します。 

 お諮りいたします。 

 議案第 1 号「１月臨時議会に付議する令和３年度教育費補正予算につ

いて」の件を議決することにご異議ございませんか。 

 異議なしと認めます。よって議案第１号「１月臨時議会に付議する令

和３年度教育費補正予算について」の件は、原案のとおり可決されまし
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た。 

  

 これにて、令和４年第１回階上町教育委員会を閉会いたします。ご苦

労さまでした。 

              会議終了時刻 １８時１２分 

 


